
１ これまでの取組 

本市では、超高齢社会の進展による認知症高齢者や単身高齢世帯等の増加に伴い、公

的な医療や介護サービスの提供範囲を超えた日常生活支援等を必要とする高齢者が増

加することを見据え、高齢者、家族やケアマネジャー（介護支援専門員）等が生活支援

等に資するサービスの情報にアクセスしやすい環境づくりの一環として市内に存在す

る民間サービス等の情報を専用のウェブサイトに掲載し、公表する「川崎市生活支援サ

ービス等の情報の公表」を平成 29 年６月から開始いたしました。この公表の開始にと

もない、さらに本市では、独自の取組「インフォーマル加算（介護予防ケアマネジメン

トＣ）」を平成 29 年 11 月提供分から開始しています。 

(1) 「川崎市生活支援サービス等の情報の公表」関係 

ア 掲載企業（店舗）等の数 

   平成 30 年 1 月時点：250 件※

※本市が実施する「いこい元気広場事業」含む

（川崎市生活支援サービス等の情報の公表 リーフレット） 

Ⅲ 本市の介護予防ケアマネジメントについて 

リーフレットは各区役所や介護事業者向け集団指導講習会で

配布しています。 
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２ 平成 30 年４月提供分以降の介護予防ケアマネジメントについて 

本市においては、事業開始前の平成 27 年 10 月 30 日に実施した川崎市指定介護保険

事業者集団指導講習会における「新しい総合事業」の説明会や、平成 29 年 12 月 15 日

付「第 7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（かわさきいきいき長寿プラン）（案）

における川崎市介護予防・日常生活支援総合事業について」等でお伝えしているとおり、

平成 30 年 4 月以降から、これまでのマネジメントに加え、新たにサービス担当者会議

の開催を緩和した「介護予防ケアマネジメントＢ」の開始を予定しています。 

(1) 本市の「介護予防ケアマネジメントＢ」について 

ア 川崎市介護予防ケアマネジメント事務の手引き【抜粋版】 
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(2) 介護予防ケアマネジメント費の請求先の変更について

神奈川県国保連合会では、平成30年5月審査(平成30年4月サービス提供分)から、地域

包括支援センターに配布している神奈川県独自インタフェースの介護予防ケアマネジ

メント費請求ソフトによる取扱いから、介護予防支援費(46)同様に、国保連合会標準シ

ステムに直接提出の請求支払に切替えが行われます。このことにより、地域包括支援セ

ンターにおける要支援者や事業対象者の介護予防ケアマネジメント費の請求方法が国

保連合会に統一され事務負担軽減が図られることが見込まれます。 

ア 請求方法について

平成 30 年 2 月 26 日開催「川崎市地域包括支援センター連絡会議」で配布した「平成

30 年 4 月提供分（5 月審査分）以降の介護予防ケアマネジメント費の請求について」

を参照ください。 

または、川崎市ホームページ「介護予防ケアマネジメント費の請求関係」 

URL http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000077317.html 
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平成 30 年 4 月以降の本市総合事業におけるサービスに関する想定スケジュールを記載し

ます。なお、「国が定める単価」等、国の動向により想定スケジュールが変更となる場合が

ありますので予めご了承ください。 

(1) 平成 30 年 4 月以降の訪問型・通所型サービス（総合事業）

(2) 平成 30 年 4 月以降の介護予防ケアマネジメント（総合事業）

H30.
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

4月施行

予定
ア

サービス提供責任者の

役割の明確化

ア
生活機能向上連携加算

の見直し

イ
同一建物等居住者に

サービス提供する場合の報酬

ウ
生活援助の担い手

の拡大

エ その他の予定事項

ア
機能訓練指導員の確保

の推進

イ
設備に係る共有の

明確化

ア
生活機能向上連携加算

の創設

イ 栄養改善の取組の推進

10月施行

予定
ア

介護職員処遇改善加算

の見直し

本市総合事業サービス等

関連実施要綱等の改正

サービスコード表・
単位数マスタの公表

訪

問

型

サ
ー

ビ

ス

介

護

予

防

訪

問

サ
ー

ビ

ス

10月施行

予定

通
所

型

サ
ー

ビ

ス

介

護

予

防

短

時

間

通

所

サ
ー

ビ

ス

介

護

予

防

通

所

サ
ー

ビ

ス

4月施行

予定

10月施行
予定

共通

開始

開始

4月施行予定分の改正 10月施行予定分
の改正

改正

公表

事業者

向け
周知

開始

開始

改正

開始

開始

※本市では介護給付における生活機能連

携向上加算の届出があった場合は、通所型

サービスの当該加算の届出があったものを

みなす規定を設ける予定です。

H30.
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

本市総合事業介護予防ケアマネジメント

関連等実施要綱等の改正

サービスコード表・

単位数マスタの公表

介
護

予
防

ケ

ア

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト

介護予防ケアマネジメント費

請求先の変更

介護予防ケアマネジメントＢ

の実施

5月審査分から請求先が国保連へ変更※30年3月提供以前分は除く

開始

ケアマネ費Ｂ反映の改正

国保連請求用

及びケアマネ費Ｂ対応

公表

改正

Ⅳ 今後のスケジュール 
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○ 川崎市総合事業に関するお問い合わせ先
川崎市介護予防・日常生活支援総合事業専用ナビダイヤル

０５７０－０４０－１１４ 
受付時間 8:30～17:15 月～金曜日（祝日、12/29～1/3 を除く） 

○ 川崎市介護予防・日常生活支援総合事業ホームページ
『川崎市トップページ』⇒『くらし・手続き』⇒『福祉・介護』⇒
『高齢者・介護保険』⇒『介護保険制度』⇒『事業者入口』⇒
『介護予防・日常生活支援総合事業』
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-13-4-0-0-0-0.html

Ⅴ 川崎市総合事業に関するお問い合わせ 
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